
 

 

～ 日本海難防止協会シンガポール連絡事務所発SRO news ～ 

（Ref No：20－007） 

 

１ パラオで開催予定のアワ・オーシャン会合 2020の日程が、当初予定の８月

から 12月第 1週に変更された。レメンゲサウ大統領の共和国施政方針演説で報

告されたもので、同会合の議長を務めるウミー・センゲバウ大臣は、日程変更

は COVID-19の影響によるものであり、ホスト委員会（前回ホスト：ノルウェー、

今回ホスト：パラオ、次回ホスト：パナマ）で合意され、主要なパートナーや

ドナーには通知されていると付け加えた。 

原文 

（8th May 2020, Island Times） 

※以下の Island Timesは、時間帯によって表示に時間がかかる場合やアクセスできない場

合がございます。その際は、お手数ですが時間をしばらくおいてから再度お試しください。 

 

２ パラオ憲法を改正する国民投票（※領域の境界の定義に使用される用語を

変更するもの。SRO News 20-004 参照。）が 5 月 1 日実施され、非公式結果に

よれば、投票総数 4,478 票で、賛成が 4,327 票と圧倒的に多く、全ての州で承

認された。反対は 143 票だった。有権者は 14,470 人で投票率は 31％であり、

レメンゲサウ大統領は「異論がない問題だったため、投票に行く必要がないと

感じた人もいたのだろう。」と述べた。その他、限られた周知期間、投票でき

なかった国外の有権者が多かったことなどが理由として挙げられた。憲法改正

は投票総数の過半数の賛成を得、かつ、4 分の 3 以上の州で賛成を得た場合に

承認される。 

原文 

（5th May 2020, Island Times） 

 

３ パラオのウミー・センゲバウ天然資源・環境・観光大臣は、オーストラリ

アとニュージーランドとの間の旅行制限を解除する「タスマン海横断 COVID-

safe旅行区域（trans-Tasman COVID-safe travel zone）」に着想を得て、他

国との往来再開に先駆け台湾との間で同種の「travel bubble」が可能であると

提案した。同大臣は、台湾が新型コロナウイルス拡散を抑制した成功したこと

に触れつつ、「台湾からの観光客がパラオにレジャーに訪れ、パラオ人も医療

やレジャーのために台湾を訪れれば、相互の利益になる」と述べた。 

原文 

（8th May 2020, Island Times） 

 

４ 日本の民間企業数社の支援によって寄贈された消毒薬の濃縮液がパラオに

到着し、希釈され総量 10 トンとなる消毒液は各家庭に届けられる予定。5 月 6

http://islandtimes.us/our-oceans-conference-2020-moved-to-december/
http://islandtimes.us/national-referendum-on-natl-boundary-passed-by-all-states/
http://islandtimes.us/travel-bubble-between-taiwan-and-palau/


日の引渡式には在パラオ日本国大使館の柄澤大使とコロール州の主要なカウン

ターパートが参加し、コロール州廃棄物管理事務所で行われた。近隣の国・地

域で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、衛生用品が不足しているパラオ

のため、コロール州政府で働く藤氏が発起人となり、日本企業数社の協力を得

て、本支援は実現した。 

原文 

（8th May 2020, Island Times） 

（参考：在パラオ日本国大使館発表資料 ※リンク参照） 

 

５ マーシャル諸島は、COVID-19 対策で実施中している全ての旅行者の入国禁

止及び同国居住者の海外旅行自粛を 6 月 5 日まで 1 か月延長した。同国への国

際旅客便は現在運休中で、地元当局によると、ユナイテッド航空の次のフライ

トが暫定的に 5 月 20～21 日に予定されているが、地上勤務員に関する同国の

COVID-19予防規則に同社は同意していない状況。 

原文 

（8th May 2020, Marshall Islands Journal） 

 

６ 中国を出発地とするパナマ籍貨物船がソロモン諸島の首都ホニアラで、海

事法令の要件を満たしていないとして地元当局から入港を拒否されたにもかか

わらず、COVID-19 対策の医薬品輸送を委託された同船は私有岸壁に停泊して積

荷を下したうえ、4 日間停泊した後、国内の他の 2 か所に移動したとして、同

国政府は野党から説明を求められている。さらに国家緊急事態が継続する中で

14 日間の隔離措置を同船が受けていないことについて、野党は深刻な疑問を投

げかけるものだと述べている。 

原文 

（1st May 2020, Radio NZ） 

 

７ 太平洋地域では COVID-19 の新たな感染の減少傾向が継続している。5 月 5

日 1200 までに、感染症例数はグアムでやや増加して 150 件となったが、他の

国々では新たな感染は確認されていない。これまでに確認された感染症例につ

いても、パプアニューギニア（PNG）では8件全てが陰性となり、フィジーも18

件のうち 14 件が回復したと報告されている。しかし、PNG については、国境を

接するインドネシアのパプア州では感染症例数が 4 月 29 日の 141 件から 5 月 4

日の 240 件に急増したため、コミュニティ感染の懸念を抱え続けており、国境

管理を COVID-19対策の最優先課題に位置付けている。一方、感染症例があった

PNG やニューカレドニアを含む多くの国で学校が再開されるなど、太平洋地域

全体で緊急事態での行動や封鎖措置が緩和されつつある。6 週間在宅勤務であ

った PNG の公務員は職場に復帰したほか、礼拝が再開され、ナイトクラブやバ

ーの制限が緩和されるなど、サモアとトンガでは封鎖措置が大幅に緩和された。

地域に対する国際的な関与もここ数週間で増加しており、援助する国や国際機

関が注目される。ソロモン諸島のソガバレ首相は COVID-19のテストに関して中

国に感謝を示した一方、オーストラリアやニュージーランドも大きな援助を行
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っている。ミクロネシア連邦（FSM）とトンガも、中国からの資金提供を含め

た関与が増加していることが報告されている。アメリカ合衆国国際開発庁

（USAID）は、FSM、マーシャル諸島（RMI）及びパラオに 2,750万ドルの援助を

約束し、PNG には 120 万ドルの支援を約束した。オーストラリアは PNG に対し

て特に個人用保護具の提供を増やし、世界銀行とアジア開発銀行は、サモア、

パラオ、RMI、ソロモン諸島への援助を大幅に増やした。（※各国別の最新の

詳細はリンク参照） 

原文 

（6th May 2020, Policy Forum） 

 

８ バヌアツの船舶代理店が、取り扱う外航貨物船の COVID-19に関する制限の

違反により 4,400US ドルの罰金を科された。同船舶は政府当局の承認を得ずに

同国マレクラに航行した疑いがあり、検疫を受けるとともに、マレクラ停泊中

に、２人の少年と乗組員が物資の交換をしたことが制限に違反したとされた。

一方、新型コロナウイルス感染は確認されず、船舶と乗組員は解放され、出国

が許可された。 

原文 

（1st May 2020, Radio NZ） 

 

９ 4 月 30 日、IMO はウェブサイトにマラッカ・シンガポール海峡（以下

「マ・シ海峡」という。）における任意水先案内サービス（ Voluntary 

Pilotage Service （VPS））についての回章（circular）を掲載し、国際機関

や海事関係者に同サービスの周知を図った。VPS は、2016 年にマ・シ海峡に関

する沿岸三国（インドネシア、マレーシア、シンガポール）技術専門家会合

（Tripartite Technical Expert Group (TTEG)）でガイドラインが採択され、

2019 年 1 月から実施されており、沿岸三国の当局から認定を受けた水先案内人

がサービスを提供するものとされている。VPS の利用判断は完全に船長又は船

舶所有者の裁量に委ねられ、沿岸三国の当局は船舶のマ・シ海峡の通航や入港

に関して、いかなる条件を課すことはできず、水先案内人は安全な航海と操船

の責任を有する船長への助言のみを役割とする。これまでマ・シ海峡における

水先案内サービスについては、1977 年に深喫水船と VLCC について利用可能な

場合は水先サービスを使用することとする勧告が IMO で初めて決議され、その

後 1998年には同決議が更新され、全ての深喫水船は水先サービスを使用するこ

とが勧告されている。 

原文 

（5th May 2020, Jakarta Post） 
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